
岐阜県職員用パソコン広告掲載契約書（案） 

 

 

１ 契約の目的  職員用パソコン画面への広告掲載 

２ 契 約 期 間  令和 年 月分（令和 年 月 日から令和 年 月 日まで） 

令和 年 月分（令和 年 月 日から令和 年 月 日まで） 

 ： 

３ 契 約 金 額   

 

 

うち取引に係る消費税及び地方消費税の額 

 

 

 

      （内訳） 

令和  年  月分      円（うち消費税額    円） 

令和  年  月分      円（うち消費税額    円） 

 ：  

 

４ 契約保証金  免除 

 

岐阜県（以下「甲」という。）と ＜広告主名＞（以下「乙」という。）とは、岐阜県職員

用パソコン広告実施要綱（以下「実施要綱」という。）第１条に定める職員用パソコンの画

面（以下「職員用パソコン画面」という。）に乙が作成した広告を掲載することについて、

次の条項により契約を締結する。 

 

（広告掲載の条件等） 

第１条 乙は、実施要綱、岐阜県職員用パソコン広告掲載基準（以下「掲載基準」という。）

及び岐阜県職員用パソコン広告募集要領（以下「募集要領」という。）に基づき、職員用

パソコン画面に掲載する広告を作成するものとする。 

２ 甲は、前項に基づき乙が作成した広告を、職員用パソコン画面に掲載するものとする。 

（契約金の納付方法） 

第２条 乙は、契約時に甲が発行する納入通知書により、甲が定める期日（納入通知書を発

する日から２０日以内）までに頭書契約金額を納付しなければならない。 

（協議による契約の解除） 

第３条 甲は、必要があるときは、乙と協議の上、この契約の全部若しくは一部を解除し、

百 

 

十 万 千 百 十 円 

百 

 

十 万 千 百 十 円 



内容を変更し、又は履行を中止することができる。 

（甲の契約解除権） 

第４条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、広告掲載期間中であっても乙へ

の催告等を行わずに直ちにこの契約を解除することができる。 

（１）契約の締結及び履行に関し、不正があったとき。 

（２）履行期限までに履行完了の見込みがないとき。 

（３）その他、実施要綱第１９条の規定に該当したとき。 

２ 前項の場合において、乙が損害を受けることがあっても、甲はその賠償の責めを負わな

いものとする。 

（広告掲載の取り下げの申し出） 

第５条 乙は、自己の都合により広告掲載を取り下げようとするとき、又は契約を解除しよ

うとするときは、書面により甲に申し出なければならない。 

２ 甲は、前項の規定による申し出があったときは、直ちに、広告掲載の決定を取り消すも

のとする。 

（暴力団排除措置による解除） 

第６条 甲は、乙が次の各号のいずれかに該当するときは、この契約を解除することができ

る。 

（１）乙が暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成 3 年法律第 77

号。以下「暴対法」という。）第 2条第 2号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）である

とき。 

（２）乙の役員等（岐阜県が行う契約からの暴力団排除に関する措置要綱（以下「暴排措置

要綱」という。）第 2条第 9号に規定する役員等をいう。以下同じ。）が、暴力団員（暴対

法第 2条第 6号に規定する暴力団員をいう。以下同じ。）であるなど、暴力団又は暴力団

員がその経営又は運営に実質的に関与していると認められるとき。 

（３）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを使用し、又は雇用

していると認められるとき。 

（４）乙の役員等が、その属する法人等（暴排措置要綱第 2 条第 8 号に規定する法人等を

いう。以下同じ。）若しくは第三者の不正な利益を図る目的又は第三者に損害を加える目

的をもって、暴力団又は暴力団員等（暴排措置要綱第 2 条第 7 号に規定する暴力団員等

をいう。以下同じ。）を利用するなどしていると認められるとき。 

（５）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員等に対して資金等を提供し、又は便宜を供与する

など直接的あるいは積極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与していると認め

られるとき。 

（６）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するな

どしていると認められるとき。 

（７）乙の役員等が、その理由を問わず、暴力団又は暴力団員等と社会的に非難されるべき

関係を有していると認められるとき。 



（８）乙の役員等が、暴力団又は暴力団員がその経営又は運営に実質的に関与している業者

であることを知りながら、下請契約、業務の再委託契約、資材等の購入契約等を締結し、

これを利用していると認められるとき。 

（９）乙が、暴力団又は暴力団員が経営に実質的に関与していると認められる者に業務委託

料債権を譲渡したとき。 

（１０）乙が、二から八までのいずれかに該当する者を下請契約又は資材、原材料の購入契

約その他の契約の相手方としていた場合（八に該当する場合を除く。）に、甲が乙に対し

て当該契約の解除を求め、乙がこれに従わなかったとき。 

２ 前項の規定により契約が解除された場合においては、乙は、違約金として契約金額の 10

分の１に相当する額を甲の指定する期間内に支払わなければならない。 

 

（不当介入における通報義務） 

第７条 乙は、契約の履行に当たって、暴力団関係者等から事実関係及び社会通念等に照ら

して合理的な理由が認められない不当若しくは違法な要求又は契約の適正な履行を妨げ

る妨害を受けたときは、警察へ通報をしなければならない。 

２ 乙は、暴力団等による不当介入を受けたことにより、履行期間内に履行を完了すること

ができないときは、甲に履行期間の延長変更を請求することができる。 

（契約金の返還） 

第８条 甲は、乙が甲に納入すべき契約金の減額を行わないものとする。また、納付した契

約金は返還しないものとする。ただし、乙の責めに帰すべき事由がなく、甲が広告の掲載

期間月において３日を超えて広告を掲載できなかった場合（休日等を除く）はこの限りで

はない。 

２ 前項ただし書の場合において返還する金額は、掲載期間月の契約金を掲載期間月の開

庁日数で除して、該当日数を乗じて得た金額を返還するものとする。なお、その額に１円

未満の数があるときは、これを切り捨てるものとする。 

３ 前項の規定により返還する金額には利子を付さない。 

（損害賠償） 

第９条 乙は、その責めに帰すべき事由により、この契約に定める事項を履行せず、甲に損

害を与えたときは、その損害に相当する金額を甲に賠償しなければならない。 

（乙の責務） 

第１０条 乙は、広告の内容その他広告掲載に関するすべての事項について、一切の責任を

負うものとする。 

２ 甲は、広告の掲載等に関し、第三者の権利侵害、財産権の不適切な処理、第三者に不利

益を与える行為その他の不正な行為を行ってはならない。 

３ 第三者から、広告に関連して苦情の申立て、損害賠償の請求等がなされた場合は、乙の

責任及び負担において解決しなければならない。 

（遅延利息） 



第１１条 乙は、自己の責めに帰すべき理由により、契約金又はその一部を甲が定める期日

までに納入しなかった場合は、当該期限の翌日から納入した日までの日数に応じ政府契

約の支払遅延防止等に関する法律（昭和二十四年法律第二百五十六号）第八条第一項の規

定に基づき財務大臣が決定する率を乗じて得た金額を遅延利息として甲に納入するもの

とする。 

（秘密の保持） 

第１２条 甲及び乙は、この契約の履行上知り得た相手方の秘密を他に漏らしてはならな

い。 

（権利義務の譲渡等） 

第１３条 乙は、この契約によって生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させて

はならない。 

（管轄裁判所） 

第１４条 この契約に対して争いが生じた場合には、岐阜地方裁判所をその管轄裁判所と

する。 

（契約の費用等） 

第１５条 この契約の締結に必要な費用は、乙の負担とする。 

（甲の免責事項） 

第１６条 甲は、第１条に基づき掲載する広告の内容により発生した法的紛争等について

一切の責任を負わないものとする。 

（その他） 

第１７条 この契約に定めの無い場合は、実施要綱、掲載基準及び募集要領によるものとす

る。 

２ 前項によっても、疑義又は定めのない事項が生じたときは、その都度甲乙協議して決め

る。 

 

 

この契約を証するため、本書２通を作成し、甲乙記名押印の上、各自その１通を所持する。 

 

 

令和  年  月  日 

 

甲  岐阜県岐阜市薮田南２－１－１ 

岐阜県知事  江崎 禎英      印 

 

乙  住所 

商号又は名称 

代表者名               印 


